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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

つ
く
り
ま
せ
ん
か
？

コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
さ
ら
に
便
利
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

っ
て
ど
ん
な
カ
ー
ド
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
記
載
さ
れ
た

顔
写
真
付
き
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
す
。

　

本
人
確
認
の
た
め
の
身
分
証
明
書
と

し
て
利
用
で
き
る
ほ
か
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
確
認
が
一
枚
で
行
え
る
便
利
な
カ

ー
ド
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で

で
き
る
こ
と

▼
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

　

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
（
政
府
が
運
営
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
サ

ー
ビ
ス
）
に
ロ
グ
イ
ン
す
れ
ば
、
児
童

手
当
な
ど
子
育
て
に
関
す
る
手
続
き
の

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
使
用
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、「
帯
広
市
す
こ
や
か
ネ
ッ
ト
」

に
登
録
す
る
と
、
家
族
構
成
な
ど
に
応

じ
た
お
知
ら
せ
配
信
が
届
き
、
子
ど
も

の
成
長
を
記
録
で
き
る
電
子
母
子
手
帳

機
能
が
利
用
で
き
ま
す
。

▼
ｅイ
ー

－

Ｔタ
ッ
ク
ス

ａ
ｘ
な
ど
の
電
子
申
請

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ

プ
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
電
子
証
明
書
機

能
を
使
用
す
る
と
、
所
得
税
の
確
定
申

告
な
ど
も
行
え
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

申
請
し
て
み
よ
う

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
郵
送
の

ほ
か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
一
部
の
証

明
写
真
機
か
ら
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
図
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
初
回
交
付

は
無
料
で
す
が
、
再
発
行
に
は
手
数
料

が
掛
か
り
ま
す
。

申
請
書
や
通
知
カ
ー
ド
が

な
い
場
合
は

　

申
請
書
は
、
平
成
27
年
10
月
以
降
に

郵
送
し
た
、
紙
製
の
通
知
カ
ー
ド
の
下

部
分
に
つ
い
て
い
ま
す
。

　

申
請
書
や
申
請
用
封
筒
が
な
い
人
は
、

戸
籍
住
民
課
で
配
布
し
て
い
る
の
で
、

身
分
証
明
書
を
持
参
の
上
、
窓
口
ま
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。
通
知
カ
ー
ド
が
な

い
場
合
で
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
申
し
込
み
は
可
能
で
す
。

カ
ー
ド
を
受
け
取
り

ま
し
ょ
う

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
申
請
か

ら
約
１
カ
月
後
に
出
来
上
が
り
ま
す
。

　

市
か
ら
「
交
付
通
知
書
」
が
届
い
た

ら
、
身
分
証
明
書
を
持
参
の
上
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
本
人
が
、

戸
籍
住
民
課
の
窓
口
で
受
け
取
り
ま
す
。

受
け
取
り
時
に
、
暗
証
番
号
を
設
定
し

ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
交
付
で

ま
す
ま
す
便
利
に

　

現
在
、
市
で
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
が
あ
れ
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
で
住
民
票
な

ど
の
取
得
が
で
き
る
よ
う
に
準
備
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

実
施
は
２
０
１
９
年
６
月
か
ら
の
予

定
で
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
に
設
置
し
て
あ

る
キ
オ
ス
ク
端
末（
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
）

に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
か
ざ
し

て
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
と
、
住
民
票
、

印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍
な
ど
の
証
明

書
が
受
け
取
れ
ま
す
。

　

キ
オ
ス
ク
端
末
の
あ
る
全
国
ど
こ
の

コ
ン
ビ
ニ
か
ら
で
も
、
年
末
年
始
（
12

月
29
日
か
ら
１
月
３
日
）
を
除
く
毎
日
、

６
時
30
分
か
ら
23
時
ま
で
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
、
格
段
に
便
利
に
な
り
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
開
始
直
後
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
し
込
み
な
ど
に
よ
り

申
請
窓
口
が
混
雑
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
今
か
ら
申
し
込
み
を
し
て
お
く

と
、
ス
ム
ー
ズ
に
カ
ー
ド
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の

開
始
に
伴
い
、
帯
広
駅
分
室
、
各
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
の
証
明
書
交
付

サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
見
直
し
を

検
討
し
て
い
ま

す
。

　

市
職
員
が
、
企
業
や
地
域
団
体
の

事
業
所
な
ど
に
出
向
き
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
一
括
申
請
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　

対
象
は
、
帯
広
市
民
の
申
し
込
み

予
定
者
が
お
お
む
ね
10
人
以
上
所
属

し
て
い
る
団
体
で
す
。
詳
細
は
戸
籍

住
民
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
戸
籍
住
民
課（
市
庁
舎
１
階
、☎
０
５
７
０・08・５
５
７
８
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
行
政
推
進
室
（
市
庁
舎
５
階
、
☎
65
・
４
１
１
２
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
公
的
な
身
分
証
明
書
に
利
用
で
き
る
ほ
か
、
今
後
コ
ン
ビ
ニ
で
住
民
票
な
ど
が
取
得
で
き
る
よ
う

に
な
る
な
ど
、
大
変
便
利
な
カ
ー
ド
で
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
つ
く
り
ま
せ
ん
か
。

問
い
合
わ
せ

〈
裏
面
〉

〈
表
面
〉

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

団
体
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

図　マイナンバーカードの申請方法

　申請書に証明写真を貼り、署名をした上
で、通知カードと一緒に送られた専用の申
請用封筒に入れ、ポストに投函します。

　申請書に印刷されている
ＱＲコードを読み込み、専
用サイトの画面にしたがっ
て必要事項を入力し、顔写
真を添付してデータを送信
します。

　申請に対応した証明写真機に申請書のＱ
Ｒコードをかざし、手順に沿って操作する
と顔写真の撮影とマ
イナンバーカードの
申請を行うことがで
きます。
　申請に対応した証
明写真機は、市庁舎
１階に設置している
ので、ご利用くださ
い。（撮影有料）

証明写真機から申請

スマートフォンから申請

郵送で申請

△マイナンバーカード（見本）

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん


